
経 済 産 業 省 

 

 

輸出注意事項２４第４０号   

平成２４・０６・２７貿局第６号   

         
 

外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規

定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部を改正す

る通達を次のように制定する。 
 

  平成２４年７月１９日 

 

 

                            経済産業省貿易経済協力局長 厚木 進 

 

 

 

外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条 
第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為 
についての一部を改正する通達 

 

 
外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規

定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について（平成４年１２

月２１日付け４貿局第４９２号）の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。 
 

   附 則 

 この通達は、平成２４年８月１日から施行する。 
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外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一

部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について

（平成４年１２月２１日付け４貿局第４９２号）

改 正 後 現 行

（略） （略）

１ 役務取引・特定記録媒体等輸出等許可の対象 （略） １ 役務取引・特定記録媒体等輸出等許可の対象 （略）

２ 役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可 （略） ２ 役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可 （略）

３ 税関長の確認等 （略） ３ 税関長の確認等 （略）

別紙１ 別紙１

外為令 外為令別表中 解 釈 外為令 外為令別表中 解 釈

別表の 解釈を要する 別表の 解釈を要する

項 語 項 語

１ （略） （略） １ （略） （略）

～５ ～５

６ （略） （略） ６ （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

１８条第１項 １８条第１項

第一号に掲げ 第一号に掲げ

る技術のうち る技術のうち

、貨物等省令 、貨物等省令

第５条第二号 第５条第二号

ロ（三）若し ロ（三）若し

くは貨物等省 くは貨物等省

令第１８条第 令第１８条第

１項第一号イ １項第一号イ

若しくはロに 若しくはロに
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該当するもの 該当するもの

の設計又は製 の設計又は製

造に必要な技 造に必要な技

術（プログラ 術（プログラ

ムを除く。） ムを除く。）

及び貨物等省 及び貨物等省

令第１８条第 令第１８条第

１項第二号に １項第二号に

掲げる技術（ 掲げる技術（

プログラムを プログラムを

除く。） 除く。）

直線軸の位置 運用通達１－１－（７）の輸出令別表 （新設） （新設）

決め精度[貨 第１中解釈を要する語の欄に掲げる語

物等省令第１ 中、輸出令別表第１の６の項の欄中の

８条第１項第 直線軸の位置決め精度[貨物等省令第５

一号イ、ロ中 条第二号イ、ロ及びハ（一）中の位置

の位置決め精 決め精度の測定方法]の解釈に同じ。

度の測定方法

]

貨物等省令第 プローブシステム （新設）

１８条第１項 を貨物等省令第５

第二号及び第 条第八号イに該当

四号、第２項 する座標測定機に

並びに第３項 統合する技術を含

第一号に掲げ む。

る技術（プロ

グラムを除く

。）

（略） （略） （略） （略）

７ （略） （略） ７ （略） （略）
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１６ビットの （略） １６ビットの （略）

固定小数点積 固定小数点積

和演算処１を 和演算処理を

１サイクル当 １サイクル当

たり４を超え たり４を超え

て実現できる て実現できる

ように設計し ように設計し

たもの たもの

貨物等省令第 光デバイス（発光ダ （新設） （新設）

１９条第５項 イオード（ＬＥＤ）

第三号中の半 、レーザー発振器、

導体素子 フォトダイオード、

フォトトランジスタ

、フォトカプラ、太

陽電池セル、光導波

路等）を除く。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 半導体素子又は （新規） （新設）

１９条に掲げ 集積回路の設計

る技術（プロ のためのライブ

グラムを除く ラリ、設計情報

。） 又は関連データ

を含む。

８ （略） （略） ８ （略） （略）

加重最高性能 （略） 加重最高性能 （略）

注１～注５ （略） 注１～注５ （略）

注６ 1) 集合体で性能を向上するよ 注６ 1) 集合体で性能を向上するよ

うに特別に設計されたものであっ うに特別に設計されたものであっ

て、同時動作が可能であり、かつ て、同時動作が可能であり、かつ

、記憶装置を共有するプロセッサ 、記憶装置を共有するプロセッサ
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を含むプロセッサの組み合わせ、 を含むプロセッサの組み合わせ、

または、2) 特別に設計したハード または、2) 特別に設計したハード

ウェアを用いて同時動作させてい ウェアを用いて同時動作させてい

る複数の記憶装置とプロセッサと る複数の記憶装置とプロセッサと

の組み合わせについては、APPを算 の組み合わせについては、APPを算

出しなければならない。 出しなければならない。

注 集積回路のダイに対しては、 （新設）

同じダイ上にある全てのプロセ

ッサ及びアクセラレータであっ

て、同時に動作するものをＡＰ

Ｐ算出の対象としなければなら

ない。

注７ （略） 注７ （略）

（略） （略） （略） （略）

９ （略） （略） ９ （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

２１条第１項 イ （略） ２１条第１項 イ （略）

第七号、第八 ロ 当該プログラ 第七号、第八 ロ 当該プログラ

号の二及び第 ムの有する暗号 号の二及び第 ムの有する暗号

九号の規定中 機能が当該プロ 九号の規定中 機能が貨物の主

のプログラム グラムの主たる のプログラム たる機能の支援

機能の支援のた のためにのみ用

めにのみ用いら いられているも

れているもの の

（削る） （削る） 貨物等省令第 輸出貿易管理令第４

２１条第１項 条第１項第六号に該

第十六号及び 当する貨物を除く。

第十七号中の

ある貨物

貨物等省令第 次のイからハまでの （新設） （新設）
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２１条第１項 全てに該当するもの

第七号、第八 を除く（該当するこ

号の二、第九 とがプログラムの供

号、第十号、 給者、販売者又は提

第十五号又は 供者によって書面に

第十七号の規 より確認できるもの

定中のプログ に限る。）。

ラム イ 購入に際して何

らの制限を受けず

、店頭において又

は郵便、信書便事

業者（民間事業者

による信書の送達

に関する法律（平

成１４年法律第９

９号）第２条第６

項に規定する一般

信書便事業者又は

同条第９項に規定

する特定信書便事

業者をいう。）に

よる同条第２項に

規定する信書便若

しくは電気通信の

送信による注文に

より、販売店の在

庫から販売される

もの又は使用者に

対し何らの制限な

く無償で提供され

るもの（外国での

み販売又は無償で

提供されるものに

ついては、当該販

売の態様若しくは
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無償で提供される

ことを書面により

確認できるものに

限る。）

ロ 当該プログラム

の有する暗号機能

が当該プログラム

を使用する者によ

って変更できない

もの

ハ 当該プログラム

の有する暗号機能

の使用に際して当

該プログラムの供

給者又は販売店の

技術支援が不要で

あるように設計さ

れているもの

（略） （略） （略） （略）

レーザー発振 （略） レーザー発振 （略）

器 器

コヒーレント 搬送波レーザーに同期させるために受 （新設） （新設）

伝送方式 信側に光局部発振器を使用した方式を

いう。

ホモダイン方式、

ヘテロダイン方式

又はイントラダイ

ン方式を含む。

（略） （略） （略） （略）
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貨物等省令第 民生用のセルラー 貨物等省令第 民生用のセルラー無

２１条第２項 無線通信に使用す ２１条第２項 線通信装置の設計に

第十四号中の る装置又は商用民 第十四号中の 係るものを除く。

技術 生通信の固定若し 技術

くは移動の衛星通

信地球局に使用す

る装置の設計に係

るものを除く。

（略） （略） （略） （略）

１０ （略） （略） １０ （略） （略）

１１ （略） （略） １１ （略） （略）

実時間で実行 （略） 実時間で実行 （略）

貨物等省令第 超短波全方位式無 （新設） （新設）

２３条第３項 線標識、距離測定

第五号ホ中の 装置、計器着陸装

技術 置又はマイクロ波

着陸装置のみを統

合した飛行計器装

置のための技術を

除く。

（略） （略） （略） （略）

１２ （略） （略） １２ （略） （略）

１３ （略） （略） １３ （略） （略）

フルオーソリ （略） フルオーソリ （略）

ティデジタル ティデジタル

エンジン制御 エンジン制御
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するための装 するための装

置 置

燃焼器出口温 ガスタービンエンジンが証明を受けた （新設）

度 最大連続使用温度の定常状態モードに

て動作している状態において、燃焼器

出口面とタービン入口案内翼の前縁と

の間の平均よどみ点温度（米国自動車

技術者協会（ＳＡＥ）ＡＲＰ７５５Ａ

に定義されるエンジンステーションＴ

４０（燃焼器出口温度）にて計測され

たものをいう。）をいう。

（略） （略） （略） （略）

穴あけ角度 翼面に接する平面と穴の中心線が翼面 穴あけ角度 穴の中心線が翼面と交わる点における

と交わる点における穴の中心線との間 翼表面の接表面からの角度をいう。

で計測される鋭角をいう。

貨物等省令第 ガスタービンエンジ （新設）

２５条第３項 ンの部分品の外表面

第二号ル中の に設けられる貫通穴

技術 であって、一様の半

径を有する円筒形の

穴を加工する技術を

除く。

断面積 穴の中心線に対する直角平面における （新設）

穴の面積をいう。

アスペクト比 穴の中心線の標準長さを最小断面積の （新設）

平方根で除したものをいう。

（略） （略） （略） （略）
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１４ （略） （略） １４ （略） （略）

～１６ ～１６

別紙２～別紙４ （略） 別紙２～別紙４ （略）

参考様式１～４ （略） 参考様式１～４ （略）
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